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イ
ベ
ン
ト
の
お
知
ら
せ

平
成
30
年
度
研
修
会
（
第
２
回
）

人
種
差
別
や
民
族
差
別
の
問
題
に
つ
い

て
考
え
、
国
際
理
解
を
深
め
ま
す
。

●
日
時　

11
月
29
日
㈭　

　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜

●
場
所　

教
育
文
化
会
館

●
テ
ー
マ

差
別
を
キ
ッ
ク
ア
ウ
ト
！
〜
フ
ェ
ア
プ

レ
ー
の
ル
ー
ル
を
社
会
へ
広
げ
よ
う
〜

●
講
師

富と
み

岡お
か

美み

知ち

子こ

氏
（
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
ト
レ
ー
ナ
ー
）

●
定
員　

30
人

●
参
加
費　

無
料

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

人
権
・
男
女
共
同
推
進
室

☎
３
３

－
１
２
２
９

人
権
啓
発
パ
ネ
ル
展

市
内
の
小
中
学
校
の
児
童
生
徒
の
皆
さ

ん
が
描
い
た
人
権

ポ
ス
タ
ー
な
ど
を

展
示
し
、
人
権
問

題
に
対
す
る
理
解

を
深
め
、
人
権
意

識
の
向
上
を
目
的

に
開
催
し
ま
す
。

●
日
時　

11
月
２
日
㈮
〜
４
日
㈰

　
　
　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
　
　

※
５
日
は
午
後
４
時
ま
で

●
場
所　

教
育
文
化
会
館

●
問
い
合
わ
せ

人
権
・
男
女
共
同
推
進
室

小学校人権の花運動

この運動は、次代を担う小学
生と人権擁護委員が協力して花
を育てることを通じて、人権に
対する理解を高め、豊かな人権
感覚を身につけることを目的に
実施されています。
本年度は、県内の111校が応
募し、市内から西部小学校が最
優秀賞に選ばれました。

「ＤＶに遭っていませんか？」

ＤＶとは、配偶者や恋人などの親密な関係にある（あった）
男女間で起こる身体的、精神的、性的、経済的暴力のことで、
犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。
ＤＶを受けている人から相談があった場合は、話をしっかり
と聞き、専門の相談機関があることを知らせてください。
また、ＤＶを受けた場合は、問題を一人で抱え込まずに次の
専門窓口に相談してください。
●橋本市女性電話相談（電話相談のみ） ☎33-8525
午前９時～午後１時（土・日曜、祝日、年末年始は休み）
●県子ども・女性・障害者相談センター（電話相談のみ）
☎073-445-0793
午前９時～午後９時30分（年末年始は休み）
●県男女共同参画センター“りぃぶる” （電話相談のみ）
☎073-435-5246　午前９時～午後８時30分
（月曜、祝日、年末年始は休み・日曜日は午後５時まで）
●伊都振興局健康福祉部 ☎42-5440
午前９時～午後５時45分
（土・日曜、祝日、年末年始は休み）
●わかやまmine（性暴力被害の相談、緊急医療有）
☎073-444-0099　午前９時～午後９時30分
（緊急医療は午後10時まで・年末年始は休み）
※命の危険など緊急時には警察署へ110番通報してください。

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
解
消
の
た
め
の
法
律

　
　

（
平
成
28
年
６
月
３
日
施
行
）

特
定
の
民
族
や
国
籍
の
人
々
を
排
斥
す

る
差
別
的
言
動
を
見
聞
き
し
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
こ
う
し
た
言
動
は
、
人
と

し
て
の
尊
厳
を
傷
つ
け
、
差
別
意
識
を
生

じ
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
た
め
、
許
さ

れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
外
国
か
ら

の
観
光
客
が
多
い
高
野
山
の
玄
関
口
に
位

置
す
る
本
市
に
お
い
て
も
、
外
国
の
人
と

交
流
す
る
機
会
が
今
後
、
ま
す
ま
す
増
加

す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
民
族
や
国

籍
な
ど
の
違
い
を
認
め
、
互
い
の
人
権
を

尊
重
し
合
う
社
会
を
共
に
築
き
ま
し
ょ
う
。

誰
も
が
笑
顔
で
い
ら
れ
る
社
会
へ

「
人
権
」
と
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り

に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
り
、

誰
も
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
持
っ
て
い

る
人
間
と
し
て
幸
せ
に
生
き
て
い
く
た
め

の
権
利
で
す
。

誰
も
が
幸
せ
に
生
活
で
き
る
よ
う
に
、

お
互
い
を
尊
重
し
合
い
、
人
権
を
大
切
に

し
、
力
を
あ
わ
せ
て
み
ん
な
が
笑
顔
で
い

ら
れ
る
社
会
を
築
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

部
落
差
別
解
消
推
進
法

　
　

（
平
成
28
年
12
月
16
日
施
行
）

同
和
問
題
は
、
歴
史
の
中
で
作
ら
れ
た

身
分
制
度
に
基
づ
き
、
特
定
の
地
域
に
生

ま
れ
、
そ
の
地
域
の
出
身
で
あ
る
と
い
う

だ
け
で
、
日
常
生
活
や
就
職
・
結
婚
な
ど

に
お
い
て
差
別
を
受
け
る
日
本
固
有
の
重

大
な
人
権
問
題
で
す
。

同
和
問
題
解
消
に
向
け
さ
ま
ざ
ま
な
取

組
み
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
が
、
今
な
お
不

動
産
購
入
な
ど
の
際
に
同
和
地
区
の
所
在

の
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
り
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
へ
の
差
別
的
書
込
み
な
ど
が
見
受

け
ら
れ
た
り
し
、
同
和
問
題
は
解
消
し
て

い
ま
せ
ん
。

人
を
生
ま
れ
や
住
ん
で
い
る
地
域
で
区

別
し
差
別
す
る
と
い
う
行
為
は
、
人
を
深

く
傷
つ
け
、
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
同
和
問
題
を
正
し
く
理
解
し
、
一

人
ひ
と
り
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
の

実
現
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

障
害
者
差
別
解
消
法

　
　

（
平
成
28
年
４
月
１
日
施
行
）

障
が
い
の
あ
る
人
に
「
合
理
的
配
慮
」

を
行
う
こ
と
な
ど
を
通
じ
、
そ
の
人
ら
し

さ
を
認
め
合
い
な
が
ら
共
に
生
き
る
社
会

（
共
生
社
会
）
の
実
現
を
目
指
し
ま
す
。

「
合
理
的
配
慮
」
と
は
、
障
が
い
の
あ

る
人
が
、
社
会
に
あ
る
バ
リ
ア
（
障
壁
）

を
取
り
除
く
た
め
に
何
ら
か
の
対
応
を
求

め
る
意
思
を
伝
え
た
時
に
、
周
囲
の
人
た

ち
が
負
担
に
な
り
す
ぎ
な
い
範
囲
で
対
応

す
る
こ
と
（
事
業
者
に
お
い
て
は
、
対
応

に
努
め
る
こ
と
）
で
す
。

 

私
た
ち
の
身
近
な
と
こ
ろ
で

差
別
事
件
は
起
き
て
い
ま
す

平
成
29
年
度
に
和
歌
山
県
内
で
発
生
し

た
差
別
事
件
は
19
件
で
、
内
訳
は
同
和
地

区
の
問
い
合
わ
せ
が
17
件
、
障
が
い
者
差

別
が
２
件
で
し
た
。
そ
の
内
、
橋
本
市
内

で
も
電
話
に
よ
る
同
和
地
区
の
問
い
合
せ

が
２
件
あ
り
ま
し
た
。

多
様
化
す
る
人
権
に
関
す
る
課
題

私
た
ち
の
周
り
に
は
、
同
和
問
題
を
始

め
、
女
性
や
子
ど
も
、
高
齢
者
、
障
が
い

者
、
外
国
人
の
人
権
な
ど
取
り
組
む
べ
き

多
く
の
課
題
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
近
年
、

急
速
に
普
及
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に

お
い
て
も
人
権
侵
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

平
成
28
年
に
で
き
た
３
つ
の
法
律
を

知
っ
て
い
ま
す
か
？

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
平
成
28

年
に
差
別
の
解
消
を
目
的
と
し
て
次
の
３

つ
の
法
律
が
成
立
、
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

本
市
に
お
い
て
も
、
差
別
を
解
消
し
、
明

る
く
住
み
や
す
い
社
会
を
実
現
す
る
た
め

に
、
必
要
な
教
育
や
啓
発
、
相
談
体
制
の

整
備
な
ど
に
積
極
的
に
取
り
組
み
ま
す
。

人
権
を
尊
び
、
人
の
和
を
大
切
に
し
、

夢
と
や
す
ら
ぎ
の
あ
る
あ
た
た
か
い
橋
本
市
を
目
指
し
て

【
人
権
・
男
女
共
同
推
進
室
】

▲西部小学校の皆さん

最優秀賞

人権週間
12月４日～10日

人権を考える
強調月間

11月11日～12月10日
同和運動
推進月間

11月１日～30日

つなげよう みんなの笑顔

人
権
を
尊
び
、
人
の
和
を
大
切
に
し
、

つ
な
げ
よ
う

　
　

み
ん
な
の
笑
顔
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